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「女性福祉」論とフェミニズム理論
──社会福祉の対象論を手がかりに──

須　藤　八千代

はじめに

　本論文は、2009年度愛知県立大学学長特別教員研究
費を受けた研究「婦人保護施設の現状と今日的改革の課
題」に関する理論的枠組みを示すことを目指している1）。
また本研究の視点は、本学社会福祉学科紀要『社会福祉
研究』第５巻（2003年）に掲載した拙論「『女性福祉』
とフェミニスト・ソーシャルワークの連続性と断絶性
──フェミニスト・ソーシャルワークの視座」から始
まっている。ここでは「女性福祉」研究と「フェミニス
ト・ソーシャルワーク」におけるフェミニズム理論の位
置を検討した。
　これまでの日本の「女性福祉」研究は、婦人保護事業
を「核」とした限定的な内容をもつ。その結果、1956

年に制定された売春防止法に依拠する婦人保護事業と今
日的状況の齟齬は、「女性福祉」論と福祉現場にとって
大きな壁として立ちはだかっているようにみえる。
　本学学長特別教員研究費を受けた「婦人保護施設」研
究は、女性と福祉の分野における法・制度・施設と現在
の女性を巡る社会的状況の齟齬を明らかにするととも
に、「女性福祉」論の脱構築を図ることを目指している。
　本論ではまず社会福祉学における女性研究の系譜を振
り返りながら、婦人保護事業が「女性福祉」論の「核」
となっていった経緯を明らかにする。次にわが国の社会
福祉の対象論研究の枠組みから「女性福祉」の対象を検
証したい。最後に前記の拙論に戻って、近年のフェミニ
ズム理論を踏まえ、「女性福祉」論の根底にある「セク
シャリティ」概念とリベラル・フェミニズムの思想を取
り上げて考察する。

１．社会福祉学における女性研究の系譜

　社会福祉学の歴史は浅い。さらに社会福祉学の中で女

性問題を取り上げてきた研究者もごく少ない。その数少
ない文献を読み直してみると、社会福祉学における女性
研究が「婦人問題」研究からはじまっていることがわか
る。
　社会福祉学の成立以前に「婦人問題」という研究分野
があり、「婦人労働研究」や「農村婦人問題研究」「女性
史研究」の蓄積は60年代以降フェミニズム理論の影響
を受けて「女性学」として新たに学的な構成がされて
いった。それだけでなく法学・心理学・社会学などその
ほかの学問領域でもフェミニズム理論がもたらしたジェ
ンダー概念を指標とする研究が生み出されていった。
　井上輝子は夫のある妻を指す「婦人」という日本語を
捨て、「男性」に対応する「女性」という言葉を選択し
た女性学を、「『婦人問題』という特殊な問題を設定する
のではなく、女性の存在を全体として把握すること、女
性に関する事象を女性の目でとらえ返すこと」だと述べ
ている2）。この女性学の視座はその学際的特質からも、
女性に関する事象が深く関係している社会福祉のジェン
ダー・イッシューについて、「ケア役割」などを通じて
問題提起をしてきた3）。
　数少ない社会福祉学における女性問題研究者に、2009

年に没した五味百合子がいる。五味が生まれた1913年
は「婦人問題」が注目され始めた記念すべき年でもあ
る。平塚らいてうによる雑誌『青鞜』が “婦人問題誌”
として社会に女性の問題を提起し、『中央公論』や『太
陽』という雑誌が、“婦人問題特集号” を出している。
また『婦人公論』が誕生した年でもある4）。このような
時代背景の中で成長した五味はその後、市川房枝の影響
を受け、日本社会事業大学において「婦人問題」という
科目を長年講義している。その研究成果の一つに論文
「売春問題の展開」（1967年）がある。
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　本論文は売春問題を、「戦後の婦人の地位にかかわる
あらゆる領域の問題」でありかつ「社会福祉の領域で考
えられる婦人の福祉」、また全ての「婦人問題の底辺に
あり、社会制度の構造的特質の所産」として取り上げ、
社会構造的、法的視点からまとめている。このほかにも
売春問題を取り上げた論文がいくつかあり、五味の「婦
人問題」研究の中心は売春問題であったといえるだろ
う5）。
　ただし五味が先の論文で、「婦人福祉の重要な指標と
しての売春問題」という表題で書くときの「婦人福祉」
とは、それを「婦人福祉（女性福祉）」論という研究領
域にするということではない。ここでの「婦人福祉」は
次のような背景をもつと五味は説明している。
　「占領軍による専門的社会福祉指導」によって、「日本
の社会事業の各分野に福祉ということばが使われはじめ
た」時期である。街頭にあふれ出す売春婦に対して、
1946年に「婦人保護要綱」が出され、この過程で「婦
人福祉」という言葉が使われたという。また「婦人福祉
中央委員会」や「婦人福祉施設」も開設された。婦人の
福祉は目の前の実践的課題だったのである。
　しかし1956年に成立した売春防止法では「『福祉』と
いうことばは消えた」。残されたのは「保護」である。
それは売春防止法が刑法として成立した背景からも、対
象が「特殊な問題を持つ一部の女性」に限定された法と
しても「保護」、「更生保護」が選択されたことに「自然
な容認があったのだろう」と五味はいう。さらに買う男
と売る女の「両罰か片罰かについての人権上の配慮につ
いては伝えられるところが残されているが、福祉か保護
かについては伝えられることがない」と述べている6）。
　五味の論文「『婦人福祉』を新たに考える」（1999年）
は、売春防止法成立前夜の社会的状況とともに、戦後日
本において「福祉」「保護」という言葉が共有化されて
いった現実を知るうえで大切な資料でもある。
　したがって戦後に社会福祉学において、法や制度と連
動して成立してきた「児童福祉」「障害者福祉」「老人福
祉」という社会福祉分野と並立する形で、「婦人福祉」
という福祉領域が成立したわけではないという五味の指
摘は重要である。
　また「社会事業」が「社会福祉」となり、「児童保護」
が「児童福祉」となったなかで「婦人福祉」は消えて
「婦人保護」が残った現実は、女性を対象とした関わり
が「福祉」ではなく「保護」と「更生」であるという法
的、制度的趣旨をはっきりと示すものでもある。
　しかし売春問題の現実と対象女性の実際を知る人びと
によって、この更生保護が福祉的措置として受け止めら

れ実践されたという事実は否定できないものである。そ
れは目の前の女性たちの現実が要請したことである。言
い換えれば、「保護」や「更生」を「福祉」に読み替え
て理解し意味づけ実践に移していくことによって、売春
防止法は現在まで延命して一定の役割を果たしていると
いうこともできる。ただ理論的には正しいとはいえない
だろう。
　五味は前記の「『婦人福祉』を新たに考える」の中で、
「婦人保護を超えて婦人福祉を今後に向けてどのように
展望していくことができるか」と問い直している。ここ
では「婦人福祉（女性福祉）」を論として、「児童福祉」
などと並ぶ社会福祉研究分野として確立することを模索
しているのである。
　五味の構想は、「女性が当面している生活上の諸問題
への対応策として『婦人福祉』をとらえたい」というも
のである。すなわち、

　　限定された売春防止法にかかわる「婦人福祉」を離
れて、いまなお多くの生活上の問題を抱えながら生き
ている女性たちの生活を守る必要が、現実にどのよう
なかたちであらわれているかについては広範な分野か
らの問題提示がなされなければならない。7）

　五味と同様に「婦人福祉」について「広範な問題提
示」をしているのは一番ヶ瀬康子である。紡績工場の舎
監として女性労働の現場にいた経歴からも、一番ヶ瀬は
女性の労働問題に深い関心を持っていた。そのためか社
会福祉と女性問題を考えるとき、女性を社会福祉の対象
者だけでなく「社会福祉の働き手、あるいは先駆者」と
多面的に関連づけている8）。
　また売春防止法に関する「“婦人保護” 研究」の貧し
さやミクロな分析の重要性は指摘しているが、それを
「婦人福祉」という研究分野の核にしていくという視点
は持っていない。「私にとって社会福祉研究と “婦人問
題” 女性解放への探究は、いわば楯の両面のようなもの
であった」9）という言葉が示すように、労働問題を中心
にした婦人問題研究と社会福祉学とを別の研究と位置づ
ける。婦人問題全体を視野に入れ女性解放をめざす一
番ヶ瀬の女性問題研究は、婦人保護事業に収斂していく
「婦人福祉」を避けるためか、社会福祉学とは別の場に
成立させている。「広範な問題提示」をするための選択
ともいえよう。
　しかし五味や一番ヶ瀬が構想した「広範な問題提示」
がされないまま、「女性福祉」論は残り、日本社会福祉
学会は「女性福祉部会」を「女性福祉・ジェンダー部
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会」と改編している。そこには社会福祉学の女性研究の
系譜に連なる杉本貴代栄の存在がある。杉本は「ジェン
ダー視点を据えた社会福祉の再検討のためには女性福祉
を超える〈分野〉と〈視点〉が必要」だとして、社会福
祉政策の立場から旺盛な研究活動を展開してきた10）。
　ただこのような社会福祉学における女性研究の系譜を
説明するために多くの理論的作業が手つかずに残されて
いる。

２．対象論と「女性福祉」論

　もし「女性福祉」を、「高齢者福祉」「児童福祉」「障
害者福祉」と同じ対象論レベルで「女性」という属性を
置いたものと仮定すると、他分野と同じく「属性別」カ
テゴリーとして対象となる「女性」を明らかにしなけれ
ばならない。高齢者や児童、障害者というカテゴリーに
比べると、「女性」は「男性」に対応する性差を示す対
カテゴリーであり、社会福祉対象に単純に持ち込むこと
はできないからである。
　また五味が述べたように、他の対象分野が「福祉」と
されたとき「婦人福祉」は消え、そして残ったのが「婦
人保護」であった。したがってあらかじめ成立していた
「婦人福祉」の婦人を、社会的言説にならって「女性」
に置き換えたと片づけることはできない。
　そこで「高齢者福祉」「児童福祉」「障害者福祉」など
の福祉対象論に戻って、「女性福祉」の対象論を見直し
てみたい。岩田正美はこのような社会福祉の対象の在り
方について、次のように説明している11）。
　岩田はまずわが国の社会福祉研究において、「そもそ
も『対象論』の意味や内容についての議論」があまりな
されていないと指摘する。「社会福祉はいつも社会が解
決すべき何らかの問題認識を前提とし、これを社会福祉
という方法で解決するものとして出現してきた」が、こ
れら社会福祉の対象は、前提にそれが社会問題であると
いう認識がある。「高齢者福祉」の前には「高齢者問題」
が、「障害者福祉」には「障害者問題」という社会問題
の領域が広がる。ただ、このように成立してきた社会問
題の分野をまとめても、それが即、社会福祉の「対象
論」とはならないと指摘する。なぜなら、

　　例えば、「高齢者問題」の「問題」とは何か、何が
社会福祉に解決を期待されているのか、どのようなカ
テゴリーと資格要件で具体的な事業や制度の「対象」
とされているか、その結果どこまで問題をとらえるこ
とができているか、等についての深まった議論が必ず
しもあるわけではないからである。12）

　売春問題を研究した五味百合子は「売春問題が社会問
題の一つであることは、資本主義の社会法則がもたらす
あらゆる悪徳の一つである事実によって証明されなけれ
ばならない」として、「婦人福祉」の重要な指標となる
対象を「売春問題」という「社会問題」とした。ただ
し、先にも述べたようにここでの「婦人福祉」は、婦人
を対象とした社会福祉分野ではなく、“婦人の福祉” と
いう憲法の理念を指すと理解される。
　このように社会の構造的な矛盾が個人の上に出現して
くる問題という認識が社会問題にはあるが、この社会問
題がそのまま社会福祉の対象となるのではない。またこ
のような社会問題という「古典的理解」では、ジェン
ダーやマイノリティの問題は把握できない、と岩田は言
う。
　また社会問題を「問題」として社会に提起するプロセ
スを明らかにする構築主義は、このような「古典的理
解」を解体して、問題と研究者の相互関係を人びとの目
に明らかにしてきた。
　構築主義的に振り返れば、売春問題に関心を寄せる研
究者、「売春婦」あるいは「要保護女子」と呼ばれる女
性たちの保護や援助に関わる実践者たち、それに関心を
もつメディアによってこの “特殊婦人” の問題が社会問
題として「公共空間」に引き出されて市民と共有されて
政治的課題となって売春防止法が成立し、婦人保護事業
が実施されたと説明されよう。1965年に婦人保護施設
「かにた婦人の村」を開設した深津文雄、春子の著書は、
このような経緯を知ることができる貴重な記録となって
いる13）。
　一方このようなプロセスは、近年「セックスワーク」
という概念や、“セックスワーカー” である女性当事者
からの言説によって、社会問題という社会的定義自体が
突き崩されようとしている。
　ここで岩田は「社会問題」から「社会福祉の対象」へ
絞り込まれる過程を次のように説明する。

　　ある社会問題の解決のために、社会福祉が動員され
る場合、社会問題は社会福祉の事業や制度の「対象」
として位置づけなおされる。「対象論」が成立すると
すれば、そのコアになるのは、この「位置づけ直し」
の部分であろう。14）

　社会福祉の対象となる児童や高齢者を、「属性別」カ
テゴリーに区別し児童一般、高齢者一般から選定すると
き、「位置づけ直し」をするものは法や制度、事業プロ
グラムなどである。そしてこのような社会福祉対象の成
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立の仕方に「わが国社会福祉の性格全体を解明するキー
がある」と岩田は考えている15）。
　林千代は「女性福祉」論の核に婦人保護事業を置く。
「婦人保護事業は、唯一女性を対象とした社会福祉事業
であった」と売春防止法の第４章〈更生保護〉を「社会
福祉事業」と解釈する16）。そして次のように定義する。

　　女性福祉とは、女性であるという性を理由に幾重に
も重なって生活を脅かす差別ととらえ、支援策を検討
しつつ人権の確立をめざすことである。17）

　岩田の枠組みでいえば、ここでは「女性福祉」の対象
となる「女性」は、売春防止法に基づく婦人保護事業の
対象者として、女性一般から区別された女性である。
「女性であるという性」ということばが、この定義の
キーワードである。ただこの定義では、ほとんど目にす
ることのない「男性であるという性」とは異なる、女性
に固有な性の意味づけがされていることは確かである。
　しかし婦人保護事業においては、すでに事業がスター
トした直後の60年代から婦人相談員の前に現れる女性
の多くは、売春防止法にいう “要保護女子 “ではなく一
般の市民女性であった。また「女性であるという性」の
問題ではなく、夫からの暴力や夫のアルコール問題、子
どもの問題など、多くは家族関係の問題に悩んで相談に
来た。しかし法の対象者イコール福祉の対象者という認
識、あるいは法律の根拠に基づいて業務は実施されると
いう原則が、強固に社会福祉機関にしみ込んでいた。そ
のため、そのような女性に対して、「私は売春防止法に
よる婦人相談員なので、私はあなたの相談を受ける責任
はない」と応じる、元児童相談所長だったという婦人相
談員を筆者は知っている18）。
　このような法的定義と現実とのギャップを修正するた
めに、国が婦人保護事業の対象者について何度も「通
達」を出し、対象の拡大を図ってきたことはよく知られ
ている19）。
　このような対象論と同じプロセスを辿って、いま社会
福祉対象として選別されているのが、“DVの被害女性”
と言われるドメステック・バイオレンスから逃げてくる
女性たちである。2001年の「配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護に関する法律」による、「配偶者から
の暴力の被害者」という対象規定、また「婦人相談員に
よる相談等」「婦人保護施設における保護」「福祉事務所
による自立支援」などの支援事業が、新たな女性福祉対
象者を規定し選別している。そのため母子生活支援施設
に入所している女性や子どもたちも、“DVの被害女性”

という社会福祉対象として再定義されている。
　このドメステック・バイオレンスは「個人的なことは
社会的なことである」というフェミニズムの思想そのも
のを体現するテーマとして、社会的に構築されてきた。
それは「ドメステック・バイオレンス」という社会問題
となっただけでなく、女性への暴力というグローバルな
政治的課題として受け入れられた。しかし社会福祉がこ
れを福祉の対象としたのは、法とそれが規定する事業に
基づいている。母子生活支援施設や婦人保護施設が、
DV被害女性に対して「先駆的役割」を果たしてきたと
いう福祉現場の “認識” は実践的には誤りとは言えない
が、社会福祉研究において理論的には正しくはない。法
や制度がない限り「女性福祉」論の対象は定義されない
からである。
　このように法律や通達によって対象とされる女性をそ
のまま「女性福祉」論の対象と追認していくだけの対象
論は、「問題」をとらえる上でも限界があるだけでなく、
「広範な問題提示」がされないままに福祉の対象の多く
をとりこぼすことにもなるだろう。岩田が指摘する「対
象論」の成立のあり方が、わが国の「女性福祉」論だけ
でなく、社会福祉研究全体の性格を規定し続けているこ
とは確かである。
　売春問題を「核」とする林の「女性福祉」論に対し
て、五味が展望する「婦人福祉（女性福祉）」論は、①
勤労婦人、②母子問題、③年金、老後問題、相続問題、
④売買春問題と幅広い「女性の生活問題」である20）。ま
た一番ヶ瀬も五味と同様に「婦人福祉」の展望として、
女性の地位や実態を幅広くとらえて考え、「婦人福祉」
を婦人保護事業対象者のカテゴリーに限定していない。
　法や事業によって選別される女性を、「女性福祉」論
の対象であるとする対象論をどのように乗り越えていく
か、福祉対象としての女性をどのように位置づけ直すか
が「女性福祉」論の理論的課題である。

３．「女性であるという性」とセクシャリティ

　婦人保護事業は売春という社会問題解決を課題として
始まり、その後「通達」という方法を使いながら、事業
の対象を DV問題にまで拡張してきた。しかし「女性福
祉」論は婦人保護事業をその核におき、「女性であると
いう性」をキーワードとする。
　林は「女性であるという性」について次のように説明
する。すなわち「生物学的な女性の性」は妊娠し出産す
る性であり、これは根源的な人間的営みである。した
がって「性の売り買いは人間性の売り買い」といえる。
「売春とは女性問題が最も濃縮した状況である」とは、
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この根源的な人間性につながるからである21）。
　また堀千鶴子は林と同様に婦人保護事業の対象者を
「女性福祉」論の対象とする理論的視座から、婦人保護
事業の対象者を「セクシャリティの危機に直面している
女性」とする。これが「女性福祉」の対象者であり、
“売春防止法50年の到達点” だと述べている22）。
　しかしここで言われているセクシャリティこそ、フェ
ミニズムの視点から再考の余地がある。「セクシャリ
ティとは優れて文化的なもの」（上野千鶴子）である。
フェミニズムが提起した問題に「女性」という一般性、
普遍性への疑問がある。したがって「セクシャリティの
危機」もまた、女性においては一様ではないということ
ができる。それだけでなく「女性であるという性」をセ
クシャリティという概念に置き換えたのだとしたら、
フェミニズムによって検証された「近代のセクシャリ
ティ」について振り返ってみる必要がある。
　Judith Butlerは「女というカテゴリーを首尾一貫した
安定した主体として構築することは、ジェンダー関係を
無意識に規定し、物象化してしまうことにならないか。
それにそのような物象化は、フェミニズムの目標とはま
るで正反対のものではなかろうか」と問いかける23）。
　「女性福祉」論もまた、フェミニズムが目標とする女
性の人権侵害、性差別に着目し、女性への支援や女性の
自立と解放をめざしていたはずだ。しかし女性を「妊娠
し出産する性」「女性であるという性」として「生物学
的に」「物象化」することによって、「女性福祉」論は、
それ以外の女性カテゴリーをその視座から排除する結果
になってしまったということができる。さらにそれを人
間性あるいは根源性に重ねて、「女性であるという性」
という「固有性」を強調すればするほど、女性が「分析
上、政治上、分離されていく」（Butler）ことになる。
「女性福祉」論は、このような理論的問題に無邪気であ
りすぎるのではないだろうか。これを Butlerはさらに次
のようにも警告する。

　　ただ「戦略的な」目的のために女というカテゴリー
に訴えているにすぎないと言って、看過できるもので
はない。なぜなら戦略はつねに、それが意図している
目的を超える意味を持ってしまうからだ。（中略）安
定した主体を提示すべきだという表象／代表の政治の
要請に応じることによって、フェミニズムは、ひどく
誤った表象／代表する罪を、みずからに招くことにな
るのである。24）

　さらに「セクシャリティの危機」について考えてみよ

う。竹村和子はセクシャリティは19世紀初頭、性に関
する権力の言説が動き出したころの言葉であり、日本語
に翻訳するのが難しいという。そのうえでセクシャリ
ティを「性実践や性欲望や性自認をふくむエロスの意味
づけ」と説明する。そのうえでこの「エロスの意味づけ
が社会的なもの」だと念をおす25）。明らかにこのような
社会的に意味づけされたセクシャリティは、男性と女性
に別々のセクシャリティを想定し割り当てている。「セ
クシャリティの危機」は、この割り当てられたセクシャ
リティについて危機といっていることになる。
　「女性福祉」論がセクシャリティを、「人間の全存在か
ら切り離すことができない重要な要素」26）とするなら、
なぜ「女性福祉」論以外の社会福祉研究の領域で「セク
シャリティの危機」がテーマにならないのかという問い
を立ててみる必要がある。このように明白な男と女の
「非対称性」に気づくことが、「セクシャリティの近代」
の意味を理解することである。竹村和子の次の記述は
「女性福祉」論の依拠するセクシャリティについての鋭
い批判となっている。

　　さらに近代のセクシャリティの言説で特記すべきこ
とは、それがセクシャリティの規範化を生み出しただ
けでなく、セクシャリティを、個人の人格を構成する
ものの基幹に据えたことである。すなわち性の快楽や
性行為は、状況的なもので、ある部分偶発的なものだ
と捉えず、その様態は個人の人生において一貫した指
向性をもち、個人の人格にかかわる最重要事項だとみ
なされた。27）

　フェミニズム研究の視点から考えると「セクシャリ
ティの危機」という「売春防止法50年の到達点」は、
「近代の性の体制」そのものを作り上げてきた「セク
シャリティ」を見直すことなく、「人間にとっての根源
の要素」として一層 “濃縮” し危機を言いつのっていな
いだろうか。それは理論的には後退とみることができ
る。
　上野は「ジェンダーの間の圧倒的な権力と資源の不均
等配分」を背景として現実化する性の商品化において
「歪んでいるのは男のセクシャリティ」だという28）。「女
性福祉」論にとって、「女」だけに担わせたセクシャリ
ティの近代のゆがみを見抜けないままに、非対称的に与
えられたセクシャリティを現在において「危機」ととら
えることは、Butlerが指摘しているように本来の目標を
見失うことになる可能性がある。
　「売春問題は女性問題が最も濃縮した状況」であり、
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「女性福祉」論の核であると繰り返すことは、エロスの
意味づけを女性に一層濃く印づける結果になる。そして
それは、構築主義的な言説を用いるなら、性の商品化と
いう社会的システムを一層強化することにさえなるの
だ。

４．研究の視角──「『アクター』としての営為と考え」

　近代の言説として、女性の人権侵害、性差別、女性解
放などリベラル・フェミニズムの思想は、社会福祉学の
女性研究の系譜の中にも通底している。社会福祉の領域
においては、特にこのような運動の主体になりにくい
“問題を抱えた女性” たちをアドボケートする立場から
このような言説は語られた。
　しかし「近代的な人権思想に根拠をもつ『女性の権
利』を擁護する」リベラル・フェミニズムはフェミニズ
ムの理論ではないと上野千鶴子はいう。なぜならセク
シャリティの議論でも見たように、すでに女性は近代に
おいて男性とは別の意味を賦与されて存在しているから
である。また女性と福祉の現実を知る人であれば、さま
ざまなハンディキャップをもつ人びとを前にして、近代
的な人権や自由、解放というリベラリズムが並べる言説
の限界を理解できるだろう。
　政治思想の岡野八代は「近代的な人権思想に根拠をも
つ『女性の権利』を擁護する『思想』」であるリベラル・
フェミニズムの限界を考察する。「自由主義的な女性解
放」の運動や理論が果たした歴史的役割の重要性は否定
しないが、「近代的な市民像が、そもそも女性を男性と
は異なる存在として規定していた」ことを見落としては
ならないと忠告する。そして「何を権利と考えたらよい
のか」という問題を突き付けてくる「性の商品化」を引
き合いに出して、女性の人権を啓蒙する近代のリベラ
ル・フェミニズムの理論的行き詰まりを示す29）。Butler

はまた、女性という普遍的な存在はないという。した
がって「女性であるという性」を普遍化して理論的前提
とすることは、社会が女性に付与したエロス的存在とい
う特殊性を承認することだといえるだろう。
　この議論に加えて野崎綾子は法哲学の視点から次のよ
うにいう。

　　女性に本質的なアイデンティティは、生物学的に
も、文化的にも、存在しない。女性といういわば負荷
されたアイデンティティに、個人が解釈を加えること
によって、これを新たなアイデンティティとして組み
直し、それに導かれて、自己の善の特殊構想を形成し
て、個々の人生を生きるのである（解釈的自律性）。30）

　解釈が自律的であるとは女性が多義的、多様な存在で
あることを意味する。その結果「『女性であること』か
ら導かれる共通善のようなものは存在しない」となると
して、野崎は共通善を導いてそれを政治的公共性とする
発想を戒める31）。そうだとすると、女性の人権、女性解
放、さらには女性の自立というリベラリズムから単純に
「女性福祉」論を導くことは一層難しい。
　Lena Dominelliもこのようなフェミニズムの立場から、
フェミニスト・ソーシャルワークを、女性の経験の個別
性、個別的なニーズ、女性と社会とのつながりの構造的
な相互性などを焦点とするソーシャルワークの一つの方
法と定義する32）。
　法哲学の野崎綾子の “戒め” を守っているソーシャル
ワーカーの一人に、長く新宿区で婦人相談員を務めた兼
松左知子がいる。
　兼松は1957年から婦人相談員として、東京の新宿と
いうフィールドで5000人以上の女性に「寄り添ってき
た」。保護してきたとか、援助してきた、いわんや支援
してきたとは言わない。そうではなく「私は『もしかし
たら本当に彼女たちのことを考えているのではなく、自
分のエゴイズムに基づいた願望を押しつけているのでは
ないか』と強い疑念にとらわれることもしばしばあっ
た」という33）。婦人相談員として関わる女性との間の
「共通善」などないのだという実感である。兼松は、自
分へ向ける疑念と闘いながらも女性をこう解釈する。

　　彼女たちの、その心の扉を一つ一つ開いていって驚
かされることは、それらの事柄が、この日本社会に、
私たちが生きている同時代に体験されたということ
だ。彼女たちの口から、聞かされる事実は、「私なら
とっくにダメになってしまっていただろう」と思われ
ることばかりである。その現実のひどさが、私にはが
まんのならないものとして共感され、彼女たちのなか
にある敵意、攻撃心、嫌悪、不信、劣等感、孤立感、
無為、無力、怠惰……が、みな彼女たちの苦痛や愛を
奪われた “もがき” にほかならないと思えてきた。34）

　もはや今日の性の商品化が、売春防止法や婦人保護事
業の枠組みのなかにはないことは社会的常識に近い。そ
のため法律や事業によって選別される対象を「女性福
祉」論の対象とする理論的視点こそが、「婦人保護事業
の弱体化」35）を現実的にも導いてしまうことになる。女
性は法の外にいるのである。その「弱体化」を、DV法
に依拠したり「女性福祉法」構想で解決することはでき
ない。このような「戦略」はどこまでも法律が定義し構
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築する「女性」を追いかけることになり、Butlerがいう
ように「政治の要請に応じることによって」、女性から
ますます離れていくことになるからである。
　岩田はこのような対象論に対して次のような研究視角
を提起している。

　　いったい、社会福祉の「対象」として位置づけられ
ている人びと自身の考えや営為はどのようなものか、
自体を研究対象とし、また、なぜそうであるのかにつ
いて深い洞察を加えることが必要ではないだろう
か。36）

　岩田が示唆する「『アクター』としての営為や考えに
研究関心を転換していくこと」は、「女性福祉」論に
とって理論的急務である。
　定年後の今も、兼松は新宿で10代の少女たちに寄り
添っている。そこには「売春問題」という社会問題の前
提はない。婦人保護事業の通達に該当する女性という認
識もない。会っているのは「外界の人間関係から少し離
れた、関係性が希薄な状態にあって、学校や家庭から外
に向かっていく、若い10代の少女」である。その傍ら
に立ち「その人の自由を、できるだけ許して、常に期待
を失わず、少女が話しやすい位置で話を聴く。本音で話
しかける。無駄かと思われる時間を共有する。とことん
つきあい、ひたすら向き合う」37）。このようにしてアク
ターとしての少女たちの営為や考えを理解していく。す
なわち、

　　援助交際で、さまざまな大人とつきあっている少女
たちは、良かれ悪しかれ、いろいろな大人からさまざ
まなことを学んでいる。見せられている。（中略）し
かしそんな少女たちは、真の愛情とは何か、本物の
セックスとはどういうものか、経験を重ねて深く傷つ
きながらも、切に求めている。38）

おわりに

　婦人保護事業50年の到達点は、「女性福祉」論の到達
点でもある。しかしそれは「セクシャリティの危機と
いった視点から婦人保護事業利用者を把握する」ことで
はない39）。そうではなく女性が性的実践、性の自認、性
的欲望の真の主体になることであり、その「危機」を他
者に定義されることではない。兼松が見つめている女性
たちのように、社会が押しつけてくるセクシャリティで
はなく、自分でつかみ取る自分のセクシャリティを求め
る「アクター」に注目することである。

　「女性福祉」論の理論的脱構築は、このような対象論
の研究視角なしには実現できないだけでなく、フェミニ
ズム理論との徹底した討議抜きにも困難である。今回の
「婦人保護施設」を手がかりとする研究は、「婦人保護事
業の現実」を新たな政策や法律によって改革する以前
に、「女性福祉」論の理論的限界こそが問い直される必
要があるという知見から出発することになった。
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